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令和４年第１回川本町議会定例会会議録
（第１日目）令和４年３月１１日 午前９時３０分開議

議 長 おはようございます。

本日、令和４年第１回定例会が招集されましたところ、ご多忙の中、ご出

席をいただきまして、ありがとうございました。

々 ただいまの出席議員数は９名であります。

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。

々 これより、令和４年第１回川本町議会定例会を開会をいたします。

々 それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付しているとおりです。

々 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長におきまして

７番植田議員、８番片岡議員を指名いたします。

々 日程第２、「会期の決定」の件を議題といたします。

々 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議されておりま

す。

その結果につきましては、お手元に配付しております「審議予定表（案）」

のとおり、本日１１日から１７日までの７日間とし、本日は諸般の報告、町

長施政方針、議案の提案及び提案理由の説明、全体審議の質疑を行います。

質疑は一般会計、特別会計当初予算の議案を除く全議案であります。

なお、日程第３４、「発委第１号」については、質疑に続き、討論、採決

までを行います。

々 次に、日程第３５について、皆さんにお諮りをして、予算特別委員会を設

置し、これに調査並びに審査を付託する予定としております。審査予定は１

４日から１５日の２日間としております。

々 本日は、本会議終了後、引き続いて全員協議会を開催し、その終了後、議

会運営委員会を開催、その終了後、産建町民常任委員会を開催する予定とし

ております。

々 １６日は午前９時００分より一般質問を行い、一般質問終了後、議会運営
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議 長 委員会を開催する予定としております。

々 最終日の１７日は、午後１時３０分から本会議を開いて、全体審議で討論

を行い、採決となります。

々 以上、この予定表（案）のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

々 異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日１１日から１７日までの７日間とするこ

とに決定いたしました。

なお、一般質問の通告は、本日の午後１時００分までとしておりますので

申し上げておきます。

々 お諮りいたします。

本議会における会議録作成においては、発言中の単純な間違いなどについ

て、発言の趣旨を変更しない範囲で議長において訂正したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

々 異議なしと認めます。

よって、そのように「決定」いたしました。

々 日程第３、「諸般の報告」を行います。

議長としての報告事項は、お手元に配付しております「議長報告、議員派

遣の件」のとおりですので、ご覧いただきたいと思います。

以上で、「諸般の報告」を終わります。

々 日程第４、「町長施政方針」を行います。番外野坂町長。

番外 おはようございます。令和４年第１回川本町議会定例会を招集いたしまし

野坂町長 たところ、議員の皆様には、万障お繰り合わせのうえ、ご出席を賜り誠にあ

りがとうございます。

々 定例議会開会にあたり、諸議案の説明に先立ちまして、当面の町政運営に

臨む私の基本的な考え方を申し上げ、皆様のご理解とご協力をお願い申し上

げます。

々 はじめに、「新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」と言わせてい

ただきます）この対策」について申し上げます。
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番外 町民の皆様には、感染症対策の徹底にご理解・ご協力をいただいておりま

野坂町長 すことに、心から感謝を申し上げます。

国内、さらには県内では、第５波を大きく超えて、感染が急拡大した中、

１月２７日から、政府による「まん延防止等重点措置」が県内全域に適用さ

れました。

町民の皆様から、感染リスクの高い場所への外出・移動の自粛、公の施設

の休館等にご理解をいただき、県内全体でも感染が減少してきたことから、

この措置の県内での適用は、先月２０日に解除されました。

しかしながら、多くの都道府県で、適用が延長されたという実情に鑑み、

進めておりました３回目のワクチン接種を早期に完了するため、２月２１日

から、その手法を集団接種として実施しているところです。

併せて、５歳以上１１歳以下の小児に対しましては、小児科医が常駐して

いる公立邑智病院による、集団接種として進めております。

引き続き、関係機関等と連携し、１・２回目の接種が未完了の方も含め、

希望する全ての方々が、早期に接種できるよう取り組んでまいります。

町としましては、引き続き、町民の皆様の命と暮らし、そして町内事業者

を守るため、国や県、医療機関等と緊密に連携しながら、感染拡大防止と地

域経済の回復に必要な対策等に、全力で取り組んでまいります。

々 次に、「治水対策」について申し上げます。

今月下旬に、江の川流域治水推進室により公表される予定の、今後の整備

方針や将来像、地区別の具体的な計画などについてとりまとめた「江の川中

下流域マスタープラン」には、瀬尻・久料谷、谷の地区別の河川整備の方向

性が、盛り込まれることとなっています。

また、同じく今月下旬に、県による現行の「江の川水系下流支川域河川整

備計画」が、「矢谷川」の整備に関して、「土地利用一体型水防災事業を活

用した宅地嵩上げ」が盛り込まれて、変更される運びとなっています。

さらに、開会中の３月定例県議会に提案されている、県の来年度の当初予

算には、矢谷川の河川整備に係る詳細設計費が盛り込まれています。

県によるこうした動きは、地元と連携して検討したまちづくり構想と河川

整備を一体的に進めようとする、国による流域治水対策の、早期着工を呼び

込むことになるものと、大いに期待しています。

さらに、瀬尻・久料谷につきましては、１月から、国により、出水期まで

に完成する予定で応急対策工事が進められており、来年度は、詳細設計・用

地測量、建物調査及び準備工事が、行われる予定となっています。

谷地区につきましても、同じく１月から、国及び県により、出水期までに

完成する予定で応急対策工事が進められており、来年度は、詳細設計・用地

測量・建物調査が行われる予定となっています。

町としましては、引き続き、地元協議会としっかりと連携し、今後は、軸

足を早期完成に移し、国・県に働きかけてまいります。
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番外 また、２月から、地質ボーリング調査が行われている、川本堤防の完成堤

野坂町長 防化に向けましては、来年度策定を予定している、弓市の魅力向上の実現に

向けた推進計画も反映しながら、国に対して、強固に働きかけてまいります。

日向地区の治水対策や因原地区、尾原地区の内水排除対策につきましても、

早期事業化が実現するよう、継続して強く要望してまいります。

々 次に、「医療・介護・福祉サービスの強化」について申し上げます。

このたび、「第６次川本町総合計画」における、重点プロジェクトの一つ

として大きく掲げている「医療・介護・福祉サービスの強化」の実現に向け

た推進計画となる、「基本プラン」をとりまとめました。

総合計画策定の最中に、軌を一にするように構想された、社会医療法人仁

寿会・加藤病院による、新築移転計画は、町民の皆様の暮らしを守る社会資

本とも言うべき、医療面における本町への多大な貢献力や、雇用創出面での

絶大な牽引力などから、実現に向けて方向性と時間軸を合わせて臨むことこ

そが、本町の実現可能性を揺るぎのないものにするであろう、との思慮に至

るに充分なものでした。

町としましては、施設面、立地面、とりわけ設備面で抱えておられます、

喫緊の課題の早期解決に向けて、老朽化している「すこやかセンターかわも

と」エリアの町有地を提供することとしたところです。

仁寿会では、年頭に、町民の皆様向けに配布された広報誌において、計画

の概要を発表されました。

令和６年の春に予定されます移転新築が完了するまでの間は、社会福祉協

議会の事務所は役場庁舎内に移転していただき、また、子育てサポートセン

ター事業については、川本小学校集会室で運営するなどして、暫定対応をす

ることといたしました。

その後は、医療・介護・福祉サービスの連携強化を狙い、住民主体による

たすけあい活動、福祉、健康推進、介護予防事業、子育て支援の４つの機能

を、集約化・拠点化することとしております。

この機を捉え、官民の連携、団体自治と住民自治との融合による、本町な

らではの、言うなれば川本モデルの「地域包括ケアシステム」の構築を目指

し、このプロジェクトの具現化に力を注いでまいります。

々 それでは、提出いたしました来年度の当初予算の概要について申し上げま

す。

「第６次川本町総合計画」による、人口減少対策として取り組むべき事業

や、感染症対応地方創生臨時交付金を活用して行う感染症対策に加え、デジ

タル化など新たな課題にも対応しながら、アフターコロナを見据え、地域経

済を回復させる施策について重点的に盛り込んだところです。

一般会計の当初予算額は、４４億１，８１７万４千円となり、前年度と比

較すると、２億３，４９２万３千円、５．６％の増額となっています。
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番外 主な増額の要因は、定住促進住宅整備事業や小中学校長寿命化事業等の新

野坂町長 規事業による、普通建設事業費の２億４，０５５万８千円の増や、公債費の

５，３２４万円の増、感染症関連事業費の６，３９７万５千円の増等となっ

ています。

また、主な減額の要因は新可燃ごみ共同処理施設整備事業の３億１，９０

２万７千円の皆減等となっています。

国民健康保険事業、後期高齢者医療、簡易水道事業及び農業集落排水処理

事業の特別会計の総額は、８億９，５８４万７千円で、対前年度比で１，０

０６万４千円、１．１％の増額となっています。

々 それでは、「第６次川本町総合計画」に掲げております４本の基本目標に

基づき、予算に盛り込みました主要な施策につきまして、順次ご説明申し上

げます。

々 まず、「住み慣れた地域の暮らしが持続するまち」に関する施策について

であります。

々 はじめに、「住民主体の地域づくり」について申し上げます。

住民主体の地域運営組織につきましては、各地域の現状やニーズに合わせ、

伴走支援や立ち上げ支援を行います。

集いの場づくりや住民同士のたすけあいの仕組みづくりにつきましては、

関係団体と連携し、サロン運営者会議等により、引き続き推進してまいりま

す。

々 次に、「公共交通の充実」について申し上げます。

今年度実施した、拠点間をつなぐ公共交通の状況や、近隣市町をつなぐ交

通調査の結果を踏まえ、より利便性の高い最適な環境が構築できるよう、地

域関係者や交通事業者と連携し、新たな地域公共交通計画を策定いたします。

々 次に、「移住・交流の推進」について申し上げます。

今年度から、観光・交流機能を担い、複合的に取り組んでいるワンストッ

プ窓口「かわもと暮らし」では、オンライン化等、コロナ禍での新たなスタ

イルにも柔軟に対応しつつ、引き続き、きめ細やかな情報発信や相談支援を

行ってまいります。

「夢と可能性に挑戦する人材定住助成事業」につきましては、Ｕターン者の

傾向や企業の人材確保の視点も持ちながら、新たに国家資格取得者について、

定住時の補助金を加算してまいります。

また、新たに、国・県の事業を活用し、本町出身の学生等とのつながり強

化に取り組む等、Ｕターンの促進に力を入れてまいります。
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番外 次に、「居住環境の充実」について申し上げます。

野坂町長 コロナ禍により見合わせておりました定住促進住宅の建設や、新たに、民

間事業者と連携した空き家を活用した定住促進住宅事業に取り組み、住環境

の整備を図ります。

併せて、町営住宅や民間住宅の促進、空き家活用等も含め、総合的な住環

境整備を計画的に行う指針となる、住生活基本計画を策定いたします。

々 次に、「地域福祉の推進」について申し上げます。

本年２月末の生活保護受給者の割合は、前年同期と比較して下回っており

ます。

今後も、福祉事務所を中心に、自立支援に向けた相談窓口である社会福祉

協議会などの関係機関と連携して、様々な事情により生活困窮となられた方

々に寄り添いながら、セーフティネットとしての役割を果たしてまいります。

々 次に、「障がい福祉」について申し上げます。

来年度は、令和５年度までを目途とした、第６期「障がい福祉計画」・第

２期「障がい児福祉計画」の２年目となります。

昨年から定期的に開催している、三原地区でのサテライト相談会等を継続

して実施し、きめ細やかな支援を拡充し、個別支援台帳の整備等、地域生活

支援拠点体制を強化してまいります。

々 次に、「国民健康保険」について申し上げます。

引き続き、生活習慣病対策や健診受診率の向上に取り組み、医療費の適正

化に努めてまいります。

自治体の基幹系業務につきましては、令和７年度を目標として、ガバメン

トクラウドを活用した、標準準拠システムに移行していくこととされており

ます。

国民健康保険業務におきましても、財政支援の対象となる来年度末の稼働

に向けて、邑智郡総合事務組合と共同して、事務処理標準システムの導入の

準備を進めてまいります。

々 つづいて、「暮らしを支える生業、地域資源を活かした産業が根付くまち」

に関する施策についてであります。

々 はじめに、「農業と農村の振興」について申し上げます。

三原地域の３つの集落営農法人では、ドローンを共同利用した農薬散布に

より、農作業の省力化が図られており、今後も、地域の農業や農地を守る動

きとして、支援してまいります。

また、農業経営体の安定化を支援し、遊休農地の活用を促進してまいりま

す。
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番外 次に、「担い手の確保」について申し上げます。

野坂町長 農業や農作業の受け手を取り巻く経営上の課題解決や産地を維持していく

ため、多様な担い手を確保し育成してまいります。

中核となる認定農業者や集落営農組織などに対しては、経営が安定化し、

作業が効率化・省力化されるよう、農地の流動化を促進し、先端機械導入を

支援してまいります。

また、新規就農者などに対しては、新たに、必要となるハウス施設の整備

を支援してまいります。

さらに、地域おこし協力隊をはじめとする、Ｕ・Ｉターン就農の受け入れ

につきましては、就農の基盤となる地域や研修の受け入れ団体、及び農業大

学校などの関係機関との連携を強化してまいります。

々 次に、「特産品の振興」について申し上げます。

エゴマへの生産助成を継続し、本町の特色を活かした農産物として、一層

振興してまいります。

また、近年増加しております、「モンオビヒメヨトウ」による害虫被害に

つきましては、実証圃を設け、県農業技術センターと協力して、効果的な駆

除方法を検討してまいります。

また、ＪＡしまね邑智と連携した取り組み、ピーマンの生産振興につきま

しては、来年度は、更に生産者が増える見込みであり、継続して支援してま

いります。

々 次に、「有害鳥獣対策」について申し上げます。

防御・捕獲・追い払いを効果的に実施できるよう、新たにＩＣＴを活用し

た対策の可能性を検討するために、地域や猟友会と協働して、実証実験を行

います。

また、引き続き、駆除対策を進めていくとともに、新規狩猟免許の取得を

支援してまいります。

々 次に、「畜産の振興」について申し上げます。

新たに１名の若手新規就農者が、畜産に取り組む予定となっており、繁殖

雌牛の更新助成や予防接種の補助など、経営の安定化や強化を進めてまいり

ます。

また、来年度は、鹿児島県で全国和牛能力共進会が開催されることから、

郡内連携して、候補牛の育成を支援してまいります。

々 次に、「林業の振興」について申し上げます。

引き続き、森林環境譲与税を活用して、下刈、除伐、枝打ち、植林などの

施業に対して、所有者負担の軽減に向けた補助や、施業の効率化のための作

業道整備を支援してまいります。
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番外 また、担い手対策として、伐採や搬出作業の講習会を実施するとともに、

野坂町長 林業事業体の従事者確保を支援してまいります。

々 次に、「商工業の振興」について申し上げます。

コロナ禍により、影響を受けている事業者を支援するとともに、落ち込ん

でいる消費を喚起してまいります。

また、国・県、しまね産業振興財団の制度や、地域おこし協力隊を活用し

て、起業・創業、とりわけ課題である事業承継を担う人材を確保・育成し、

地域商業の維持・発展につながる取り組みを支援してまいります。

々 次に、「電子決済の普及促進」について申し上げます。

新しい生活様式の拡がりを見据えますと、支払方法の主流となりつつある、

電子決済の導入を促進していくことが不可欠です。

対応するため、端末設置や会計処理の煩雑さなどの、事業者負担を軽減す

る措置を講じた上で、開発費用の軽減のため、既存のサービスを活用するこ

とにより、促してまいります。

利用時にはポイントを付与することで、消費喚起を伴いながら、事業所と

町民の皆様のデジタルリテラシーを高め、普及を促進してまいります。

々 次に、「地域工芸品の振興」について申し上げます。

地域おこし協力隊として活動されている紙布織家 山内ゆうさんが、昨年

１１月に開催された「第４６回全国伝統的工芸品公募展」において、全国商

工会連合会会長賞を受賞されました。

島根県からは１３年ぶり、山内さん自身としては初出品での受賞となり、

１月には県知事へ報告されました。

本町の自然風土の中で、意欲的な創作活動の輪がさらに広がるよう、積極

的に情報発信してまいります。

々 次に、「観光の振興」について申し上げます。

郡内の魅力を活かした観光メニューの開発や情報発信を行い、広域的連携

による誘客を促進してまいります。

また、新たに、本町の歴史、文化、自然、施設などを資源として、丸山城

などの史跡を活かした観光ガイドマップを作成し、観光協会を中心に町内事

業者とも連携して、本町のファン獲得と交流人口の拡大を図ってまいります。

々 次に、「交流施設等の運営」について申し上げます。

今年度から一体的に運営しています、湯谷温泉弥山荘、悠湯プラザ、農村

公園笹遊里による、相互に連携したイベントの実施や、新たな活用方法を提

案するなどして、魅力ある施設となるよう取り組んでまいります。

また、町内産品の販売拠点である、道の駅インフォメーションセンターか
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番外 わもとの、さらなるＰＲの展開、地元野菜の充実などに取り組んでまいりま

野坂町長 す。

々 次に、「誘致企業との連携」について申し上げます。

１月３１日に、株式会社三協から、感染症対策として、寄贈いただいた

自社製のアルコール消毒器は、役場庁舎正面入口に設置し、来庁者の皆様に

ご利用いただいています。

また、寄贈いただいた「河津桜」と寄附を活用し、町民の皆様の憩いの場

や交流の場となるゾーン整備を構想しており、地元の皆様や子育て世代の方

々などから、アンケートなどを通じていただいているご意見を反映して、今

後、計画化してまいります。

々 次に、「雇用対策」について申し上げます。

ハローワーク、おおちさくらえ地域雇用促進協議会の会員企業と連携して、

合同の就業相談を実施し、地域での雇用の増加を支援してまいります。

また、このたび、株式会社三協の島根川本工場では、生産量の増加に対応

するため、本社での研修を要しない地元採用の従業員募集を開始されたこと

から、県の人材確保コーディネーターと連携して、雇用の増加に向けて支援

してまいります。

々 つづいて、「子ども達の夢を育み、挑戦する人材が育つまち」に関する施

策についてであります。

々 はじめに、「学校教育」について申し上げます。

今年度、本町ならではの魅力ある学校教育のあり方や、児童生徒が安心し

て学べる教育環境について検討するため、「町立学校のあり方検討委員会」

を設置いたしました。

委員の皆様には、地域の実情を踏まえながら、様々な立場から議論を進め

ていただき、町が今後目指すべき教育環境整備の基本方針策定に向けて、取

り組んでまいります。

小・中学校では、「学び合い」による授業改善の取組を継続し、友達との

関係性の構築や、児童生徒の学習に対する意欲、探究心の向上を目指すとと

もに、基礎学力の定着に向けた取組を進めます。

また、「全ての子どもたちの学びを保障する」視点から、個に応じた学習

や生活支援を継続的に実施するための人員を配置し、きめ細やかな学習環境

づくりを進めてまいります。

々 次に、「教育環境の整備」について申し上げます。

昨年１０月に、小学校校庭に陥没箇所が発見され、小学校や校庭利用者の

皆様にご不便をおかけしております。
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番外 このたび、現場及び周辺状況の調査に基づき、設計が完了しましたので、

野坂町長 復旧に向けて工事に着手してまいります。

また、昨年度実施した小・中学校基礎調査の結果を基に、施設整備の安全

性確保の観点から、必要な修繕を実施するほか、災害時に避難所としての機

能が十分に果たせるよう、体育館への多目的トイレの設置や、バリアフリー

化などの改修を実施いたします。

々 次に、「公民館活動」について申し上げます。

多様な学習機会の拡充や、その成果を協働による地域づくりの実践に結び

つけることが求められている中、公民館が身近な学びの場となるよう、学習

ニーズに応じた事業の実施に努めてまいります。

また、より良い地域づくりや人づくりの活動拠点として、地域の方々と協

働してまいります。

々 次に、「人権同和教育」について申し上げます。

このたび、改定した「人権教育・啓発推進基本計画」を基に、一人ひとり

の人権が尊重される差別のない明るい町づくりを目指し、学校との一層の連

携により、公民館活動等における研修機会を充実し、意識の高揚を図るため

の啓発活動を推進してまいります。

々 次に、「読書活動の推進」について申し上げます。

各世代が読書に親しむ環境づくりと、多様な学習要望に応えるため、図書

館機能の充実や、読み聞かせボランティアを育成するとともに、地域での読

書機会の拡充など、普及啓発活動に努めてまいります。

また、図書館アプリを普及し、利用者へのサービス向上に努めてまいりま

す。

々 次に、「ふるさと教育の推進」について申し上げます。

子ども達が身近な大人との対話を通して、地域に貢献する気持ちや、地域

を大切にする心を培うために、新たに「多世代対話活動事業」に取り組みま

す。

地域を思う大人の気持ちを伝える機会となると同時に、子ども達のキャリ

ア形成において、手本や憧れとなる人物と出会うきっかけとなることを期待

しています。

また、間もなく完成いたします「ふるさとカルタ」を活用し、幅広い世代

がふるさとへの愛着と誇りを実感できるよう、町の歴史や自然、文化財の歴

史的価値などを学び直す機会を創出してまいります。

々 次に、「スポーツ振興」について申し上げます。

かわもとスポーツクラブなどの関係団体の活動を支援し、イベント等を開
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番外 催するほか、地域や事業所などと連携して、ニュースポーツや軽スポーツな

野坂町長 どの普及に取り組んでまいります。

また、既存の拠点施設の適切な維持管理と、計画的な修繕に努め、町民の

皆様が安全・快適にスポーツを楽しめる環境づくりに取り組んでまいりま

す。

々 次に、「文化振興」について申し上げます。

コロナ禍にあって、取組縮小を余儀なくされておりますが、感染症対策に

万全を期し、町民の皆様に安全に楽しんでいただける企画や、情報発信と利

用促進に努めてまいります。

また、拠点である悠邑ふるさと会館の安定的運営を図るため、ホール系空

調設備である吸収式冷温水発生機の予防保全工事を行います。

さらに、利用頻度の高いマルチホールにつきましては、より効率的な空調

設備に更新し、快適な施設利用と管理経費の削減を目指してまいります。

々 次に、「島根中央高校の魅力化支援」について申し上げます。

来年度の入学者選抜出願状況は、推薦選抜合格内定者とあわせて９２人と、

令和２年度に入学定員が１０５人に増加されて初めて、９０人を超えました。

高校では、教育目標である「地域を愛し、夢をかなえる若人の育成～島根

の中央からの挑戦～」を目指し、一人ひとりに合った学習環境で、進路を実

現する為のコース再編や、地域と連携した部活動の充実等の、新たな取り組

みが検討されているところです。

町としましては、川本中学校の生徒はもちろん、県内外の生徒が入学し、

より充実した高校生活を過ごせるよう、昨年度設置された「教育創生コンソ

ーシアム島根中央」を中心として協働体制を強化し、支援してまいります。

々 つづいて、「すべての住民が、安心して暮らせるまち」に関する施策につ

いてであります。

々 はじめに、「防災・消防」について申し上げます。

近年頻発している因原地区における内水被害の状況につきましては、流入

量等を調査し、国・県による対策への要望活動に反映してまいります。

また、昨年５月に改正された災害対策基本法に基づき、要支援者の円滑な

避難を図るため、求められることとなった個別避難計画につきましては、災

害リスクの高い地区から順次作成するとともに、確実に避難できる体制づく

りに取り組んでまいります。

避難所につきましては、テレビ受信環境やスロープ等を整備した上で、感

染症対策も考慮しながら、運営さらには避難訓練を継続的に実施し、消防団

や自主防災組織と緊密に連携して、防災・減災対策を強化してまいります。

消防団につきましては、国からの通知を受け、報酬及び出動報酬を増額す
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番外 るなど、処遇を改善するとともに、装備品の充実を図りながら、団員の加入

野坂町長 を促進してまいります。

々 次に、「中心市街地の機能強化」について申し上げます。

昨年９月に県により決定された、主要地方道川本波多線川本工区のルート

や、社会医療法人仁寿会・加藤病院の移転新築計画を踏まえ、これまで検討

してきた内容をベースとして、重点プロジェクトに掲げた「コンパクトタウ

ン弓市の魅力向上」の実現に向けた推進計画を策定してまいります。

々 次に、「公営住宅等の維持管理」について申し上げます。

来年度から令和１３年度までを目途とした新たな「公営住宅等長寿命化計

画」に基づき、国の交付金を活用して、戸別改善など長寿命化に資する修繕

や管理を行ってまいります。

々 次に、「道路整備」について申し上げます。

はじめに、「町道事業」について申し上げます。

町道田原絵堂線につきましては、三原地内で約８２０ｍ間の道路改良工事

を行います。

々 次に、道路法改正により点検が義務化された橋梁の修繕につきましては、

引き続き点検及び修繕１橋を行います。

また、町道下因原線の落石対策工事、町道柿木原線の落石対策調査設計業

務を行います。

々 次に、県事業について申し上げます。

主要地方道川本波多線川本工区の道路改良事業につきましては、測量調査、

詳細設計が行われる予定です。

川本大橋につきましては、橋梁長寿命化工事が行われる予定です。

主要地方道温泉津川本線川下工区の道路改良につきましては、用地補償及

び道路改良工事が行われる予定です。

国道２６１号、因原地内の道路改良事業につきましては、盛土工事が行わ

れる予定です。

々 次に、「河川整備」について申し上げます。

因原地内の濁川河床掘削工事が行われる予定です。

々 次に、「治山・地すべり対策」について申し上げます。

県営治山事業につきましては、中倉地内の大旗谷で測量設計業務が行われ

る予定です。

県営地すべり対策事業につきましては、川本第３期地区の調査解析業務が
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番外 行われる予定です。

野坂町長

々 次に、「災害防除」について申し上げます。

主要地方道仁摩邑南線は、川内から小谷地内において、落石対策工事が行

われる予定です。

々 次に、「農地耕作条件の改善」について申し上げます。

担い手への農地集積・集約化を目的として、三原地区で農業用排水施設工

事等を行います。

々 次に、「農業水路等長寿命化・防災減災」について申し上げます。

防災重点ため池３箇所のうち、１箇所の修繕工事を行います。

々 次に、「簡易水道」について申し上げます。

施設改良工事として、町道古布毛住宅団地１号線、因原地内の水道管布設

替工事等を行います。

々 次に、「生活排水処理対策」について申し上げます。

来年度も、集落排水整備地区を除く町内全域を対象として、国の補助事業

に町が上乗せして推進している、合併浄化槽設置に対する補助を、継続して

行います。

々 次に、「飲料水供給施設整備」について申し上げます。

来年度から、飲料水確保を目的とした井戸設置に対する補助制度につきま

しては、２戸以上で共同利用される場合、補助率と限度額を引き上げ、普及

を促進してまいります。

々 次に、「環境衛生」について申し上げます。

邑智郡総合事務組合が整備を進めていた、新可燃ごみ共同処理施設及び最

終処分場施設につきましては、来年度から共用開始となり、今後一層、ごみ

分別の徹底や減量化を進めてまいります。

々 つづいて、「効率的な行財政運営の推進」に関する施策についてでありま

す。

々 はじめに、「財政基盤の確立」について申し上げます。

本町が、将来にわたり持続的かつ安定的に行政運営していくためには、財

政基盤の強化が不可欠です。

令和２年度の決算において、健全化判断比率とされる将来負担比率及び実

質公債費比率は、県内自治体の中でも優良な数値となっていますが、近年の
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番外 大規模事業に伴う地方債借入の影響により、今後は数値が上昇する見込みで

野坂町長 す。

来年度以降は、公立邑智病院建設改良事業が本格化し、また、今年度まで

実施した、新可燃ごみ共同処理施設整備事業に係る元金償還が始まり、さら

には、国や県による治水対策に伴う負担金の拠出や、付随して不可欠となる

事業が続くことが想定され、大きな費用負担が必要となってまいります。

限られた財源の中で、「第６次川本町総合計画」に掲げた、重点プロジェ

クトをはじめとする事業を着実に実施し、戦略目標を達成するために、不断

のスクラップ・アンド・ビルドと税源涵養に繋がる取り組みに注力するな

ど、今後も気を緩めることなく、さらなる財政健全化を進めてまいります。

々 次に、「公共施設の維持管理」について申し上げます。

公共施設等総合管理計画に基づいた、建物施設の総床面積の縮減に向けた

取り組みと、緊急度や重要度等を勘案した修繕などを実施してまいります。

また、施設毎の管理計画の策定・管理のもと、経費の縮減や、提案制度を

活用した、電気料削減などに取り組んでまいります。

々 次に、「行政デジタル化の推進」について申し上げます。

令和２年１２月に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」の中

で謳われている「誰一人取り残さないデジタル化」の実現に向けて、町とし

ても対応を進めてまいります。

来年度は、邑智郡総合組合と共同で、自治体情報システムの標準化・共通

化に取り組むとともに、行政デジタル分野に長けたアドバイザーと共に、各

種手続のオンライン化や、窓口のデジタル化等に向けた方針を定めた上で、

住民サービスの向上と業務の効率化につながる、自治体デジタルトランスフ

ォーメーションに取り組んでまいります。

々 次に、「町税等の賦課・収納事務」について申し上げます。

適正かつ公平な課税により、信頼や理解を高めるとともに、滞納整理等を

進めながら、税収を確保していくことが極めて重要です。

コンビニ納付やスマートフォン決済アプリを継続し、納税者の利便性を向

上するとともに、研修等によりスキルアップに努め、相互併任制度を活用し、

県と連携して収入未済額を縮減してまいります。

々 次に、「選挙事務」について申し上げます。

７月２５日に、任期満了となる参議院議員通常選挙が予定されており、法

令等を遵守し、適正で円滑な選挙事務を執行してまいります。

々 次に、「窓口おもてなし」事業について申し上げます。

今年度２月末現在、転入９３件、婚姻３件、出生１６件となっております。
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番外 窓口業務においては、行政サービスの根幹である明るい挨拶を徹底し、丁

野坂町長 寧でわかりやすい説明を心がけながら対応してまいります。

次に、「広聴・広報」について申し上げます。

町民の皆様との意見交換会をはじめ、様々な機会を捉えて、広聴に取り組

んでいますが、コロナ禍においての意見交換会や、パブリックコメント等、

皆様の声が届きやすい環境づくりに取り組んでまいります。

また、広報誌の充実を図るとともに、ホームページやＳＮＳ等を積極的に

活用してまいります。

来年度配置する地域おこし協力隊による、新たな視点も取り入れながら、

効果的に情報発信してまいります。

々 以上、来年度における町政運営の基本的な考え方と施策の概要について申

し上げました。

議会や町民の皆様から、ご意見を伺いながら、全力をあげて取り組んでま

いります。

引き続き、町政運営へのご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。

々 今定例会に提出しました案件は、条例案件９件、予算案件６件、人事案件

７件、その他案件４件であります。

この後、担当課長から、これらの説明をさせますので、何とぞよろしくご

審議のほど、お願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。

議 長 以上で、町長施政方針を終わります。

々 ここで暫時休憩といたします。 （午前１０時２３分）

々 なお、議会運営委員会委員長から、議会運営委員会を開催するとの申し出

がありましたので、委員の皆さんは大会議室にご参集ください。

再開を１０時３５分、再開とさせていただく予定としております。

々 会議を再開します。 （午前１０時３５分）

々 お諮りいたします。

先ほど、全議員から発議が提出されました。議会運営委員会で審議されま

した結果、追加日程第１として、「発議第１号、ロシアによるウクライナ侵

攻に抗議する決議」を議事日程に追加し、直ちに議題とすることに、ご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。
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議 長 よって、そのように「決定」いたしました。

々 追加日程第１、「発議第１号、ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決

議」の件を議題といたします。

提出者から趣旨説明を求めます。８番片岡議員。

８番 「発議第１号、ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議」。

片岡議員 上記の議案を別紙のとおり川本町議会会議規則第１３条の規定により提出

します。

令和４年３月１１日提出。

提出者、川本町議会議員、片岡通泰。川本町議会議員、植田昌平。川本町

議会議員、石川達也。川本町議会議員、木村慶五。川本町議会議員、本山修

二。川本町議会議員、圓山智惠美。川本町議会議員、中平茂明。川本町議会

議員、香取亜希。

ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議（案）。

ロシアは、２月２４日以来、何ら正当な理由なく隣国ウクライナに軍事侵

攻し続けている。こうした武力を行使し、ウクライナの主権と領土の一体性

を侵害するロシアの行動は、明らかに国際法に違反する行為であり、断じて

容認することができない。

たとえいかなる異論や不満があろうとも、ひとつの国が力で相手の国を圧

殺しようとするなど言語道断である。川本町議会は、多様な価値観を互いに

尊重し合い、民主的な言論を通じて社会の健全な発展を目指すことを旨とし

ており、そうした議会人の立場としてかかる暴挙を見過ごすことはできない。

まして一国の元首が、「核兵器の使用も辞さない」と他国を威嚇するなど

絶対にあってはならないことであり、唯一の戦争被爆国である日本国民とし

ても、川本町「非核平和の町」を宣言する町民としても、断じて許すことは

できない。

ロシア政府が軍による攻撃を即時かつ無条件に停止し、ウクライナ全土か

ら撤退するよう強く求めるとともに、平和の回復へ向けて国際法に則った誠

意ある対処をするよう、強く求める。

併せて、日本国政府は邦人の安全確保はもとより、事態の解決に向け、国

際社会における我が国の地位にふさわしい積極的な対応を尽くすよう求め

る。

令和４年３月１１日。島根県川本町議会。

提出先は、別紙のとおりであります。

議 長 以上で、趣旨説明を終わります。

々 これより質疑を行います。

質疑はありませんか。
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議 長 （「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。

この採決は、「挙手」により行います。

々 「発議第１号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって、「発議第１号」は原案のとおり「可決」されました。

々 お諮りいたします。

この際、日程第５、「議案第３号、職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」から、日程第３３、「報告第３号、専決処分事項

の報告について」までを一括議題にしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、そのように「決定」いたしました。

々 執行部から議案の提案理由の説明を求めますが、今議会におきましては、

提案説明者並びに事務局長からの議案書の朗読は省略いたします。

それでは、執行部から議案ごとに順次、提案理由の説明を求めます。

々 日程第５、「議案第３号」についての説明を求めます。

番外杉本副町長。

々 「議案第３号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」説明をいたします。

３ページ目の議案説明資料をご覧ください。

提案理由でございますが、本町の総務財政課長は、人事、財政、防災、管

財といった幅広い業務を所管し、組織全体を総括する役割を担っており、そ

の職、管理職手当の支給額を、職責相当額とするため、条例に記載される管

理服手当支給率の条項を改め、現在運用している、総務財政課長の管理職手

当を改正するものでございます。

なお、附則といたしましてこの条例は公布の日から施行することとし、４

月１日から適用することとしております。
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番外 以上、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

杉本副町長

議 長 日程第６、「議案第４号」から日程第７、「議案第５号」について説明を

求めます。番外湯浅総務財政課長。

番外湯浅総 「議案第４号、川本町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

務財政課長 一部を改正する条例の制定について」説明いたします。

改正内容につきましては、資料５ページの説明資料をご覧ください。

今回の改正につきましては、団員確保や災害多発など、団員の負担増への

対応のために、国における検討会が持たれ、その結果や消防庁からの要請に

基づくものです。改正内容は、報酬及び出動報酬の増額を記載のとおりとい

たします。増額後の額が地方交付税で算定における基準額となっております。

また、団員の削減につきましては、本町の実態に合わせた定員とするもので

す。その他、分団や班に対する活動手当を支給するものとするものでござい

ます。

なお、この条例は、令和４年４月１日から施行いたします。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

々 続きまして、「議案第５号、消防団公務災害補償条例の一部を改正する条

例の制定について」説明いたします。

改正内容につきましては、資料３ページの説明資料をご覧ください。

提案理由につきましては、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一

部を改正する法律の制定により消防団等公務災害補償等責任共済等に関する

法律が改正されたため、関連する当該条例を改正するものであります。

条例の概要ですが、公務災害により補償を受ける権利、これは傷病や、遺

族年金ですが、これの譲渡、担保差し押さえ社長さんについての条項のうち、

ただし書きにて一部例外規定を設けておりましたが、これを削除し、例外な

く禁止するものであります。

なお、この条例は令和４年４月１日から施行するものです。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第８、「議案第６号」から日程第９、「議案第７号」について

説明を求めます。番外伊藤まちづくり推進課長。

番外伊藤ま 「議案第６号、川本町学習交流センターの設置及び管理に関する条例の一

ちづくり推 部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。

進課長 資料２ページ、新旧対照表をご覧ください。

今回の改正内容は、入所月額及び入所費の改定です。

現在の月額が３８，５００円。改定後４０，７００円。２，２００円の増

額。あわせて、入所費は１ヶ月分の入所費としており、同額の改定とする提
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番外伊藤ま 案でございます。

ちづくり推 今回の主な改定理由は、電気、ガスの値上がりによるものになります。

進課長 続きまして、「議案第７号、川本町まちごと魅力化センターの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。

資料２ページ、新旧対照表をご覧ください。

今回の改正内容は、入所月額及び入所費の改定です。

現在の月額が４４，０００円。改定後４６，２００円。２，２００円の増

額。あわせて入所費は、１ヶ月分の入所費としており、同額の改定とする提

案でございます。

今回の改定の主な理由は、電気、ガスの値上がりによるものになります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第１０、「議案第８号」から日程第１１、「議案第９号」につ

いて説明を求めます。番外高良町民生活課長。

番外高良町 「議案第８号、川本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

民生活課長 ついて」ご説明いたします。

説明資料１７ページをご覧くださいませ。

１、改正の理由ですが、全世代対応型の社会保障制度を構築するための国

民健康保険法等の一部を改正する法律等により、子育て世帯の経済的負担軽

減の観点から、国民健康保険法施行令の一部改正が行われ、令和４年４月１

日から、未就学児の子どもに係る国民健康保険税の均等割額が軽減されます。

また、その軽減相当分は公費で負担をすることとなります。このため、国民

健康保険税条例の一部を改正するものです。

２、改正の概要ですが、未就学児、満６歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある子どもの被保険者に係る均等割額を軽減するもので、軽

減割合は５割となります。

表をご覧いただきたいと思いますが、現行では均等割額のうち、医療分２

１，０００円が、改正後は２分の１の１０，５００円となります。

また従来から所得に応じた軽減措置として、２割軽減、５割軽減、７割軽

減がありますが、それも同じように軽減後の均等割額に対して２分の１が軽

減されます。この新たな５割軽減については、国、都道府県、市町村で負担

をしていくこととなります。

なお本町では、令和２年度から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日、高校を卒業する年の３月３１日までの子どもに係る均等割額を全額減免

する町の独自支援をすでに設け対応しておりますので、今回の改正により、

子どもに係る均等割額の被保険者の負担は変わることなく、引き続き全額減

免となります。

３、施行期日は令和４年４月１日施行。令和４年度分以後の国民健康保険

税から適用します。
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番外高良町 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

民生活課長

々 続きまして、「議案第９号、川本町営住宅設置管理条例の一部を改正する

条例の制定について」ご説明いたします。

説明資料３ページをご覧くださいませ。

１、改正の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法の整備に関する法律の公布により、公営住宅法の一部

が改正され、平成２４年４月１日をもって公営住宅の入居者資格のうち、『同

居親族要件』について、これは同居親族がいないと入居できないのか、或い

は同居要件を廃止して、単身でも入居できるのかといった取り扱いでござい

ますが、自治体の実情に応じて条例で定めることが可能となっております。

この法改正を受け、八幡平団地及び三島団地については、家族世帯の入居機

会を確保するため同居親族要件を維持し、その他の団地については、単身入

居も可能としておりますが、近年、就労による移住など、活力層を中心とし

た幅広い世代の入居需要が高まっていることから、住居環境の安定化に向け、

すべての団地について単身入居を可能とするため、川本町営住宅設置管理条

例の一部改正をするものです。

２、改正の概要ですが、全ての団地について単身入居を化を可能とするも

ので、所要の改正を行います。

３、施行期日は公布の日からです。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第１２、「議案第１０号」から日程第１３、「議案第１１号」

について説明を求めます。番外坂根教育課長。

番外坂根教 「議案第１０号、川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理に関す

育課長 る条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。

３ページ目の説明資料をご覧ください。

改正の理由として、平成１０年に開館した川本町サウンド・アミュージア

ムは、当初の目的から大きく乖離しながら運営が変遷してきており、これま

での経緯と現状を踏まえて、関係条文の見直しを図るものです。

改正の概要は、第２条の設置目的を、川本町の地域活性化と町民の健康増

進に寄与するため、と改めるものでございます。

なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものとしております。

々 続きまして、「議案第１１号、川本町民体育館設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。

４ページ目の説明資料をご覧ください。

平成２３年度末をもって閉校した旧川本西小学校跡地は、平成２６年度に

学習交流センターが開設したことに合わせて、体育館は川本西体育館として、
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番外坂根教 教育委員会が管理。その他の敷地全体は、まちづくり推進課が管理というよ

育課長 うに当時区分をされておりましたが、グラウンドにつきましては、条例上、

特に定めがなく、利用希望者への対応等については教育委員会が引き続き行

っている状態でございます。こうした中で、このグラウンドを本町の体育施

設として位置付け、管理主体を明確にすることで、今後の適正な管理運営を

図ってまいります。

改正の概要ですが、題名の「川本町民体育館」を「川本町体育施設」に改

め、条文中の文言も同様に改めます。また、このグラウンドを「川本西グラ

ウンド」として位置を明記し、使用料を別表に定めます。ただし、入場料を

徴収する催しに使用される場合を除いては、使用料は無料といたします。

なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものとしております。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第１４、「議案第１２号」から、日程第１５、「議案第１３号」

について説明を求めます。番外湯浅総務財政課長。

番外湯浅総 「議案第１２号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第１０号）」につ

務財政課長 いて、ご説明申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９２，０７４千

円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１１８，４７７千

円とするものでございます。

今回の補正の主な内容としては、事業費の確定等に伴う歳入歳出予算の補

正と明許繰越費の設定、債務負担行為の設定でございます。

内容につきましては、まず資料２０ページをご覧ください。

歳出から説明をいたします。

２款、総務費では、邑智郡総合事務組合の負担金は、派遣を受けている職

員の人件費に関するものや、マイナンバーカード転入転出手続き利用のため

のシステム改修費となっております。また、燃料費高騰に伴う公共交通への

支援として１，５０１千円を計上しております。

３款、民生費では、生活保護扶助費の増５，０００千円を見込んでおりま

す。

４款、衛生費では、交付税措置拡充に伴う公立邑智病院への負担金７，３

６４千円の増。

６款、農林水産業費では、コロナ感染症の拡大に伴う指定管理施設の休業

支援１，７４５千円。

９款、消防費では、江津邑智消防組合負担金１６，５４６千円の増。

１０款、教育費では、運動公園感染症予防対策は、トイレ改修事業を見直

すことによる事業費６，７００千円の増を計上しております。

また、燃料費高騰による音戯館の指定管理費の増１，９０１千円などとな

っております。
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番外湯浅総 歳入につきましては、１９ページをお願いいたします。

務財政課長 １０款、地方交付税では、変更交付決定に伴う７２，６９２千円の増。

１８款、繰入金では、今回の補正予算の調整として財政調整基金繰入金２，

１５９千円の取崩の取り止めや、公共施設等総合管理基金から繰入１，０７

０千円を計上しております。

２０款、諸収入では、邑智郡総合事務組合の職員派遣に対する負担金８，

６４１千円を。

２１款、地方債は、有利な起債借り入れの変更などを計上しております。

２１ページをごご覧ください。

第２表は、明許繰越費として、次年度に繰り越すことが想定される事業に

ついて、それぞれ事業ごとに計上をしております。

下の段、第３表には債務負担行為として、複数年契約となるサウンド・ア

ミュージアムの指定管理委託の関係を計上しております。

次に、２２ページをお願いいたします。

第４表は、地方債の補正で、今年度の地方債の総額は８７１，５６４千円

となります。

下の段の基金の年度末残高は２，１９０，９８１千円と見込んでおります。

次の２３ページは、コロナ交付金の今回の補正後の計画額一覧を添付して

おります。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

々 続いて、「議案第１３号、令和４年度川本町一般会計予算」について説明

いたします。

令和４年度一般会計の当初予算につきましては、第６次総合計画を意識し

つつ、人口減少対策として取り組む事業や交付金を活用して、感染症対策や

地域経済対策を盛り込んでおります。

一般会計当初予算額は４，４１８，１７４千円となり、前年度と比較する

と２３４，９２３千円、５．６％の増額となっております。

予算説明資料をご覧いただきたいと思います。

ピンク色の表紙で予算説明資料と書いております。それ以降が予算説明資

料となりますが、そちらの３１ページをご覧ください。

主な増減の要因といたしまして、まず歳出の方では、２款、総務費では、

ふるさと会館空調の改修事業費が４０，０００千円など、４款、衛生費では、

新可燃ごみ共同処理施設整備事業負担金の減、３１９，０２７千円などがご

ざいます。

８款、土木費では、定住住宅整備事業６７，１９４千円の増。

１０款、教育費では、小中学校の長寿命化事業３７，１４０千円の他、体

育館、避難所対応工事、小学校の校庭陥没対策工事などの事業費が増額の要

因でございます。

歳入では、１０款、地方交付税につきましては、普通交付税、特別交付税
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番外湯浅総 合わせて、１４５，２２５千円の増を見込んでおります。

務財政課長 １８款、繰入金は、財源不足を補うため財政調整基金１５３，８００千円

の繰入のほか、減債基金、学校教育施設整備基金及び公共施設等総合管理基

金の繰入額の増が主な要因となっております。

３４ページをお願いいたします。

こちらは地方債の内訳で一覧にありますように、各事業の財源として借入

を予定し、過疎ソフト、臨時財政対策債を含めた総額で３９６，５３１千円

を計上しております。

下の表は、基金につきまして総額で３４１，４１７千円の取り崩しを計上

しており、年度末残高を１，８６１，４７７千円と見込んでおります。

なお、詳細につきましては、のちほど設置予定の予算特別委員会において

ご説明申し上げます。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 続いて、日程第１６、「議案第１４号」から日程第１７、「議案第１５号」

について説明を求めます。番外櫻本健康福祉課長。

番外櫻本健 「議案第１４号、令和４年度川本町国民健康保険事業特別会計予算」につ

康福祉課長 いて説明させていただきます。

まず、第１条において、令和４年度の国民健康保険事業特別会計の予算総

額を歳入歳出それぞれ４９９，４７２千円としております。

第２条において、一時借入金の最高限度額を１００，０００千円とし、第

３条において、歳出予算の流用について定めております。

最終ページの資料をご覧ください。

予算の概要ですが、予算総額は前年度と比較して２６，６８９千円、５．

６％増額となっております。

増減の大きなものとして、まず増額分として総務費の総務管理費が前年度

より４５，７９４千円増となっておりますが、これはすべての自治体におい

て、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムを利用できるよう構築

していくため、適合する標準システム導入に向けた関連費用４８，０００千

円を計上していることによります。

一方、保険給付費については、１７，１００千円の減、県に納める納付金

につきましては、２，８１３千円が前年度より、それぞれ減額となっており

ます。

詳細につきましては、のちほど設置予定の予算特別委員会で説明させてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。

々 続きまして、「議案第１５号、令和４年度川本町後期高齢者医療特別会計

予算」について説明させていただきます。

令和４年度の後期高齢者医療特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ１
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番外櫻本健 ５２，７６０千円としております。

康福祉課長 最終ページの資料をご覧ください。

予算の概要ですが、予算総額は前年度当初予算と比較して、８，８９０千

円増となっております。６．１％の増でございます。

主な要因として、医療費の伸びにより広域連合納付金が８，６７７千円の

増となっております。

詳細につきましては、のちほど設置予定の予算特別委員会で説明させてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 続いて、日程第１８、「議案第１６号」から日程第１９、「議案第１７号」

について説明を求めます。番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 それでは、「議案第１６号、令和４年度川本町簡易水道事業特別会計予算」

域整備課長 についてご説明いたします。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８９，１１５千円です。対前年９４％、

１１，５８１千円の減額となっております。

減額の主な要因は、委託料及び起債償還の減額に伴うものでございます。

詳細につきましては、のちほど設置予定の予算特別委員会でご説明いたし

ます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

々 続きまして、「議案第１７号、令和４年度川本町農業集落排水処理事業特

別会計予算」についてご説明いたします。

予算の総額は歳入歳出それぞれ５４，５００千円です。対前年８０％、１

３，９３４千円の減額となっております。

減額の主な要因は、委託料の減額に伴うものでございます。

詳細につきましては、のちほど設置予定の予算特別委員会でご説明いたし

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 続いて、日程第２０、「議案第１８号」から、日程第２１、「議案第１９

号」について説明を求めます。番外伊藤まちづくり推進課長。

番外伊藤ま 「議案第１８号、辺地に係る総合整備計画の一部変更について」ご説明い

ちづくり推 たします。

進課長 本計画の変更につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条の規定により議会の議決を求めるも

のです。

現在、三原地域、田原・絵堂地域、笹畑・湯谷・三俣地域と３地域の辺地

計画がありますが、今回は三原地域、田原・絵堂地域の２つの辺地計画につ

いて変更を行います。

資料１ページ、三原辺地の計画書をご覧ください。
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番外伊藤ま 下段の整備計画のアンダーラインが変更箇所です。

ちづくり推 町道三原古市線道路開設事業の事業費９１７，１０１千円。財源内訳とし

進課長 て、特定財源５８４，４８２千円、一般財源が３３２，６１９千円、うち辺

地対策事業債予定額が３２６，２００千円に変更となります。

続いて、資料２ページをご覧ください。

田原・絵堂辺地計画書となります。

変更の内容は、町道田原絵堂線改良工事の追加となります。

２．の公共的施設の整備を必要とする事業のアンダーラインの部分、また
に ぽ つ

以降の３行を新たに記載します。

３．整備計画でアンダーラインが事業費の追加箇所となります。町道田原

絵堂線改良事業の事業費２０４，５３５千円。財源内訳として、特定財源が

１３０，９００千円、一般財源が７３，６３５千円、うち辺地対策事業債予

定額７３０，６００千円を追加し、事業費となります。

資料３ページをご覧ください。

資料の中段に、変更理由を記載しております。

本計画は、辺地債を活用する際に必要な計画となっており、辺地対策事業

債活用予定事業の事業費の変更及び事業費の追加に伴い、今回の変更の理由

となります。

々 続きまして、「議案第１９号、・・

議 長 ちょっと伊藤課長、２ページのところの金額を、改良事業の金額を７億３

千６百万と言われたような気がしたんですが。

番外伊藤ま 失礼しました。一般財源のところですね。たいへん失礼しました。

ちづくり推 ２ページの、田原絵堂の辺地計画書の事業費でございます。一般財源のと

進課長 ころを、７３，６３５千円、うち辺地対策事業債予定額も７３，６００千円

という事で、修正させていただきます。失礼しました。

々 続きまして、「第１９号、権利の放棄について」ご説明いたします。

これにつきましては、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、

議会議決が必要となるものです。

今回放棄する内容は、光通信サービス料に係る債権で、債権者は２名です。

１件目は、金額が２，１００円。権利放棄の理由は、本人死亡後、相続人

が相続放棄をした債権で回収の見込みがないものです。

２件目は、金額が２，６８１円。権利放棄の理由は、会社が倒産後、清算

終了に伴い回収ができなくなったものです。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第２２、「議案第２０号」について説明を求めます。
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議 長 番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 「議案第２０号、工事請負変更契約の締結について」ご説明いたします。

域整備課長 本議案は、令和３年６月１６日契約に係る令和２年度明許繰越、社会資本

整備総合交付金事業、災害防除町道三島三谷線工事について、工事請負変更

契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。

今回の変更は、契約金額の変更です。現契約額は７０，６２０，０００円。

変更後の額は７５，６１０，７００円。差し引き４，９９０，７００円の増

額です。契約の相手方は、島根県邑智郡川本町大字南佐木２８２番地１、株

式会社オーサン 代表取締役 甚田 尚です。
じんた ひさし

変更理由につきましては、落石防護柵部位の根入れ長さの増。伐採処分費

の増によるものです。

以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

議 長 次に、日程第２３、「議案第２１号」について説明を求めます。

番外坂根教育課長。

番外坂根教 「議案第２１号、川本町サウンド・アミュージアムの指定管理者の指定に

育課長 ついて」ご説明をいたします。

川本町サウンド・アミュージアムは、本年度末をもって指定管理期間が終

了いたしますので、地方自治法及び川本町サウンド・アミュージアムの設置

及び管理に関する条例の規定により、当該公の施設の管理を指定管理者に行

わせることについて、議会の議決を求めるものでございます。

施設の名称は、川本町サウンド・アミュージアム。

指定管理者となる団体の名称は、川本町大字川本３３２－１３。安伸有限
あんしん

会社 代表取締役 島田 義仁。
し ま だ よ し ひ と

指定する期間は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間

でございます。

選定理由は、次のページをご覧ください。

当該施設は、次期２年間において必要な改修を行いながら今後の運営のあ

り方について検討することとしており、現在の運営体制継続を基本とするこ

とが望ましいことから、公募によらず現指定管理期間における運営実績等か

ら、この団体からの申請に基づき書類審査とヒアリングを実施いたしました。

その結果、選定理由としては、１．施設の管理に関する基本的な考えが、

関連する法令等に基づいたものとなっていること。

２．当該施設の維持管理の計画、内容について、適正な提案がなされてい

ること。

３．現指定管理期間におけるスタッフとしての運営実績があり、現在の運
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番外坂根教 営体制を維持しながら、現状を踏まえた業務改善の検討が可能であるという

育課長 こと。以上により判断したものでございます。

以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

議 長 続いて、日程第２４、「議案第２２号」から、日程第３０、「議案第２８

号」について説明を求めます。番外野坂町長。

番外 それではまず、「議案第２２号」及び「第２３号」についてご説明申し上

野坂町長 げます。

いずれの議案とも川本町固定資産評価審査委員会の委員の選任につきまし

て、議会の同意をお願いするものであります。

選任予定者は、まず住所、島根県邑智郡川本町大字因原１９８番地７。

氏名、堂面 和正氏。生年月日、昭和２３年２月２３日生まれ。
ど う めん か ずま さ

次に、住所、島根県邑智郡川本町大字田窪１５５番地。

氏名、平田 知昭氏。生年月日、昭和３３年１月３１日生まれの２名であり
ひ ら た と も あ き

ます。

々 続きまして、「議案第２４号」から「第２８号」について、一括ご説明申

し上げます。

いずれの議案とも、川本町農業委員会農業委員の選任につきまして、議会

の同意をお願いするものであります。

選任予定者は、まず住所、島根県邑智郡川本町大字川本６６８番地。

氏名、松田 美知子氏。生年月日、昭和２７年８月２５日生まれ。
ま つ だ み ち こ

々 次に、住所、島根県邑智郡川本町大字三原６４５番地。

氏名、柴原 かんな氏。生年月日、昭和４６年９月２０日生まれ。
しばはら

々 次に、住所、島根県邑智郡川本町大字三原５１５番地。

氏名、釜田 雄二氏。生年月日、昭和２５年１０月１３日生まれ。
か ま だ ゆ う じ

々 次に、住所、島根県邑智郡川本町大字田窪４０６番地。

氏名、淺原 幸雄。生年月日、昭和２６年４月２９日生まれ。
あ さ は ら ゆ き お

々 次に、住所、島根県邑智郡川本町大字川本１７１１番地。

氏名、福谷 善彦氏。生年月日、昭和２９年１１月１９日生まれの５名であ
ふ く た に よ し ひ こ

ります。

以上、ご同意のほどよろしくお願いします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。
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議 長 続いて、報告事項の説明を求めます。

日程第３１、「報告第１号」について説明を求めます。

番外湯浅総務財政課長。

番外湯浅総 「報告第１号、専決処分事項の報告について」説明いたします。

務財政課長 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づきまして、議会において指定さ

れている事項について、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第

２項の規定に基づきまして報告するものであります。

次のページの専決処分書をお開きください。

専決処分の事項は和解についてであります。

和解の相手方は、小笠原 幸子氏。住所は島根県邑智郡川本町大字三俣３
お が さ わ ら さ ち こ

０３番地です。

和解に関する事故の概要は、令和４年１月７日、旧石見川本駅駐車場にお

いて、相手方の運転する車両により駐車場のフェンスなどを破損されたもの

であります。

和解の内容ですが、相手方の過失割合が１００％であり、損害を与えた施

設を復旧する費用２２０，０００円を負担するものであること。

本件事故には、その余の請求を放棄し、本件損害賠償のほかには、双方と

も一切の債権債務関係がない旨の取り決めでございます。

以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

々 次に、日程第３２、「報告第２号」について説明を求めます。

番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 「報告第２号、専決処分事項の報告について」でございます。

域整備課長 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分をしましたので、同

条第２項の規定により報告するものでございます。

次のページをご覧いただければと思います。

専決処分の事項は、損害賠償の額の決定及び和解について、専決処分年月

日は令和４年２月７日でございます。

損害賠償及び和解の相手方は、島根県邑智郡美郷町吾郷６３６番地３。

藤田 和美氏です。
ふじ た か ず み

事故の概要は、令和３年１２月４日午前６時３０分ごろ、三島地内の町道

三島三谷線を走行中、道路上に落ちていた落石と衝突し、左前方フロントバ

ンパー及び前方オイルパンが破損したものです。

損害賠償額は２７，１４４円。この損害賠償額は、町が加入している保険

で対応しています。

和解の要旨として、川本町は事故で破損した相手方に対し過失割合を３割

とし、損害賠償金の支払義務があることを認め、本件に関し一切の債権債務

のないことを相互に確認するものであります。
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番外伊藤地 報告は以上でございます。

域整備課長

議 長 続いて、日程第３３、「報告第３号」について説明を求めます。

番外坂根教育課長。

番外坂根教 「報告第３号、専決処分事項の報告について」ご説明いたします。

育課長 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、

同条第２項の規定によりご報告をいたします。

次のページをご覧ください。

専決処分の事項は、損害賠償の額の決定と和解をすることについてでござ

います。

相手方は、川本町大字川本５５９番地２６。安地 賢次氏でございます。
あ ん ち け ん じ

事故の概要ですが、令和４年１月７日１４時３０分頃、職員が運転する公

用車が駐車スペースから道路へ出るために、バックで下がった際、駐車して

あった相手方所有の車両に衝突したものです。なお、駐車車両は無人であり

ましたので、事故によるけがはございませんでした。

損害賠償の額は１６２，４５９円でございます。これについては、町が加

入している保険で支払いをいたします。

和解の要旨といたしまして、川本町の過失を１０割とし、相手方に対して

支払い義務があることを認め、川本町及び相手方は、他に債権債務がないこ

とを相互に確認いたしました。

２ページ目には、資料として、事故の概要とともに事故現場の見取り図を

記載しております。

以上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。

議 長 以上で報告事項の説明を終わります。

々 これより、全体審議、質疑を行います。

全員協議会に切り替えます。 （午前１１時３１分）

（全員協議会に切り替える～議案第３号から報告第３号までを審議・質疑）

々 それでは、「議案第３号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」、質疑を行います。

質疑はありませんか。５番木村議員。

５番 よろしいですかね。この本件ですね、手当でございますから賃金は働いて

木村議員 いるものの労働条件の最たるものというふうに自覚しております。言われて

おりますように、他町村の管理職手当の額と同等とありますが、どこの市町

村と、比べられたのか。当然ながら提案される以上は、それなりの資料、そ
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５番 れなりの調査をし、また業務量についても、他市町村との人口の違いから、

木村議員 一概には言えないと思いますし、同一視はできないと考えています。また、

突然の改正の提案でありますので、穿って言えば、年度末での人事査定の時

期に合わされたのか。そしてまた、仕事の改革について、重責担務タイムの

分散化等ですね、他市町村との業務量との関係について、どのようにお考え

の上、この提案をされたのか、答弁をお願いいたします。

議 長 番外杉本副町長。

番外 まず、近隣の比較でございますが、これは主に町村ということでの調べを

杉本副町長 しておるというところでございます。特に、財政をもっておる町につきまし

ては、今回お示しをさせていただきました額というものを支給をしておられ

るというところでございます。この総務財政課長の管理職手当の支給割合の

変更に至ったというところについてでございますが、昨今のですね災害であ

りますとか、コロナの対応でございますとか、そういったところの職責が非

常に重たくなってきておるというところがございます。また他の管理職と比

較をいたしてもですね、時間外手当ではもちろん支給されないというところ

でございます。管理職手当がありますので、支給されないというところであ

りますが、顕著に非常に職務時間も長くなっておるという状況にございます。

そういったことを勘案をいたしまして、今回ご提案をさせていただいたとい

うところでございます。

議 長 ５番木村議員。

５番 はい。最後の言葉ですけどね、職務時間が長いというのは管理者当たり前

木村議員 の話だと思ってます。ですから、それはあれですから３６（協定）とかです

ね、そういうものがあるわけじゃありませんので、そこの認識はいかがなも

のかなというふうに思います。またですね、業務量の分散化ですね、他の町

村との先ほども聞きましたけど、業務量の差の関係について再度お尋ねしま

す。ですから、川本町の今、職責の課長がですね、他の町村とのですね業績

・業務量、今言われましたけど、どれだけの業で、これだけの値にする賃上

げに値するものというふうにされたことについて再度お尋ねします。

議 長 番外野坂町長。

番外 それでは、お尋ねの業務量のことについて、私の方からお答えを申し上げ

野坂町長 ます。本町の総務財政課長は、課の分掌とおりですね、まず庁内全体、それ

から、一つは、私どもの仕事の源泉であります組織を見渡す人事ですね。そ

れからもう一つ、予算を見渡す財政、このセクションをまず担っております。

私どもが調査しました町村のですね、事例をこの場で申し上げますと、いわ
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番外 ゆる総務部門で、組織とですね人事と財政を合わせて所管しております町は

野坂町長 ですね、申し上げますと、飯南町それから吉賀町、津和野町それから知夫村、

この私どもの町以外に４つであります。すべて組織はですね、人事の方はそ

の総務で担っておられます。さらに、副町長も申し上げましたが、近年、い

わゆる気候変動或いは社会情勢、世界情勢を踏まえていわゆる危機管理の面

のことが高まっておりまして、この危機管理部門をですね、総務財政で担っ

ておりますところはですね、隠岐の島町除く私どもも入れて１０市町という

状況であります。従いまして、私どものですね財政課長といいますのは、繰

り返しになりますが私どもが行財政運営していただく、要の仕事であります

組織そして予算、予算をもって人の知恵と工夫で事業推進していくという、

このことに加えましてですね、いわゆる近年の水害の対応、コロナ対応も含

めた或いは今起こっております世界情勢も含めてそういう危機管理ですね、

広く自治体、枠を超えて発生する可能性があるという危機管理部門も担って

おるというということであります。あわせていわゆる管財部門ですね施設長

寿命化そういった施設系の管理、これもですね隠岐の島町除いては、すべて

の市町が管理をしてるということであります。そういった観点からですね私

どもは、この職務の特殊性、管理職手当と言いますのはこの職務の特性に照

らして、この手当をですね考慮すべきものというふうに考えております。県

内の市町ではですね、今申し上げました人事・財政・管財・防災をですね、

併せ持っておりますかといいますのは、私ども以外にですね飯南町、それか

ら吉賀町、津和野町、それから知夫村であります。こういったところとです

ね、いわゆる職務の特殊性に対する対価というものを検討したところであり

ます。さらにですね、この郡内をちょっと見渡したところですね、邑南町に

つきましてはですね筆頭課長ですね、格付は七級に格付をしてあると。それ

から先ほど申しました隠岐の島町もですね七級に格付をしてあるという状況

であります。従いましてそのまず職務をですね見渡したところで、この今の

４つの仕事をすべて担ってるところはですね、津和野町以外はですね今回ご

提案する額のいわゆる特殊性を勘案してそういう手当を講じているという状

況があります。またさらに、隠岐の島町につきましては、級を格付した上で

さらに手当を乗せているという状況であります。そういったことをですね、

勘案しましてですね、繰り返しなりますが、組織の要であります財政・人事、

近年リスクが高まっております、いわゆる危機管理。申し上げますと、今年

はですね、３度の避難情報を発令をいたしました。それにあたるですね、も

う準備から避難所運営、そして災害発生すれば、それに必要な補正予算等で

すね、そういった業務に当たると、昨年来コロナですね、が続いております。

この対策本部をですね、もう何十回と開催をしておりますその設営それに向

けて各課のとの調整、町としての対応、最後どういうふうに決定して、町民

の皆さんにどのようにアナウンスをしてですね、町民の皆様の暮らしを守っ

ていくかといったようなことをすべて見渡しながらですね、進めておるのが

この総務財政課長であります。このコロナ交付金といいますのはですね、予
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番外 算をですね、通常の予算に比べて額は、このたびの補正予算はそこまでの額

野坂町長 ではありませんが、通常の予算編成に加えてですね国とのやりとりをしなが

ら県とやりとりをしながらこのコロナ交付金もですね、予算を編成をしてい

くというですね、そういったものを私どもの総務財政課長は担っております。

長くなりましたが、そのような背景がありますので、この管理職手当という

のはですね職務の特殊性をですねそれに対する対価としてですね、私どもは、

私の方はこれをぜひ今回ご提案する内容で、提案したいとこのように考えて

おります。

議 長 ５番木村議員。

５番 ３度目ですのでこれでお終いにしますけど、いろいろと町長今ご答弁いた

木村議員 だきましたけど、それは大変だと思います。私らも身近についてですね仕事

されているのを認識しております。それでですね、先ほども同じ質問なりま

すけど、重責担務の分散化ですね、今日でも議案の中にデジタル化、今後で

すね、総務省を含めてですね、かなり全国的にデジタル化というのがありま

すけど、仕事の中身の改革についてお考えされてこの結果でしょうか。だか

ら、そしてですね、やはり今上席の関係ですかね副町長等にもですね、かな

り仕事、危機管理の関係についても仕事のですね見直し、ほかに防災等の関

係もですね、他の課長の方にも分散化ということをお考えになられてですね、

業務の軽減化を図られるそういう、手腕ということをされたんでしょうか。

これ最後のお尋ねです。

議 長 番外野坂町長。

番外 失礼しました。先ほどの、その前のご質問がそういう趣旨であったという

野坂町長 ことを私、ご答弁をし損ねておりました。ご指摘のとおりであります。これ

は私どもの組織編成を見ますとですね、私、今、この私どもの町が抱えてお

るですね課題に対する組織編成というのは、この体制がですねベストだとい

うふうに思っております。他の町は総務と財政の部門を分けている、或いは

その危機管理は別に設けてるところありますが、これをですね課の体制をで

すねさらに広げるとですねまたそれはそれで、その連携体制が難しくなると

いうこともありますので、この正規の職員６０人規模で、私どもが担ってい

かなければならない課題解決に向けた組織の姿をですね、私としては今の姿

が、理想に近い形であると思っております。今ちょっと少し触れられました、

例えばデジタル化対応につきましてもですね、ちょっと述べさせていただき

ますとこれは国がデジタル庁を設置してですね、やはりその郡内見渡します

と、両町ともデジタル対応の所管課を設けておられます。ただ私としてはこ

のデジタル化というのはですね手段であって、それ自身が目的ではないと思

っておりますのでそういった観点からの取り組みは、このまちづくり推進課
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番外 と連携して、デジタル化今後、町民さんとのフェイストゥフェイスのところ

野坂町長 の必要があってくるところが、町民生活になってきて健康福祉課になってこ

のたび予算でご提案した、産業振興面のいわゆる電子決済キャッシュレス決

済促進に向けて、それによって事業者、町民のデジタルリスクを高めるとい

うことで、私としてはですね、今の姿が非常に理想、今の６０人規模で、他

の市町村と同じようなパフォーマンスを上げていくという視点からはこれが

かなり理想に近い形だというふうに思っております。あとはですね重責では

ありますが、私どもの仕事の源泉の組織と予算をですね、両方をですね、マ

ネジメントできるということは、これはですね、私どもが今後迫られてくる

社会経済、世界規模のそういった変動に備えてですね、どういうことを町と

してやっていくべきかということを考えたときにですねこういう予算を作っ

てこういう拝聴してというそういったマネジメントが、要するに、総務財政

課長でできますので、そういった面では逆に一緒に持っていた方が、よろし

いという面があって他の市町も半分ぐらいはこのような持ち方をしてるとい

うんだろうなというのを私もこの立場になって感じております。ご提案であ

りますように、各プロジェクト等を動かしておりますこれは組織を変えるこ

となく、プロジェクトをですね課題に応じて展開していくという意味で幹事

課を決めて課長がやって、副町長にマネジメントをしてもらうといったよう

なですね、そういったマネジメントをしております。ご提案のありました望

ましい姿っていうのは日々、求めなくてはいけないと思っておりますので、

ご提案のことを踏まえてですね、組織、行財政運営をですね、意識してやっ

てまいりたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。

議 長 他に。７番植田議員。

７番 まず、この議案を見た時に比較するものが無かったんで、今日出てきまし

植田議員 たけども、私もそのものを各町村のホームページから例規集を引っ張ってみ

ました。そうしますと、うちと同じ総務課長の所管事務ですよね、総務人事、

消防防災、ここは危機管理管理ですよね、それから財政、この４つです。こ

の同じ所管事業を持っておるのは川本、それから津和野、飯南町この４町で

す。３町か。吉賀町はその上に選挙という業務を持っております。そうした

時に、他の町村に比べて低い額であるって言われましたけども、そう低くは

ない、低いのは飯南町が高いだけです。で、その他の高い町も、４万何某か

を取ってあるところは、３万何某かよりも１町多いだけです。これはどの課

長も同じ管理職手当です。隠岐の島町だけが主管課長制を引いて、高い管理

職手当を出しておられます。だから、正しい提案理由を書いてもらわなくち

ゃ困ります。それと、私、平成１６年から議員やっております。その当時の

ことから知っておられるのは、議長、副議長、私、それから代表監査委員、

この４人になると思いますけども、財政非常事態回避期間というものを設定

し、それに対して町長以下三役、その報酬もカット、議員の報酬もカット、
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７番 職員給与もカット、各町の委員さんの報酬もカット、自治会の手当もカット、

植田議員 そういう中で、当時の総務課長さん退職勧奨もされて、非常に苦しい精神的

にしんどい仕事もされました。そしてその方々が、そういうことをやったん

で率先して、辞めていかれました。早期退職されました。そういう方たちの

ことを思うに、今、少々財政が良くなったからといって、こういうことが出

てくること自体私ちょっと残念です。その人たちに対して申し訳ない。それ

と、町長施政方針の中で、これから先、治水といろんなことで、基金も取り

崩していかなくちゃいけない財政苦しくなっていく、そう言われましたよね。

些細な金額ですよ、年間にしても、１０万ぐらいなものです。しかし、そう

やって苦しい中で、あらゆる人のものをカットしてきた、この歴史の中で、

ちょっと財政規律が緩んできてるんじゃないでしょうかね。私はそんな気が

します。今のような基金の崩し方をしていったら、早々無くなっていくんじ

ゃないかと、そう危惧しております。そういうことを考えた時に、いろんな、

さっき言った、辞めていかれた総務課長さん、それから財政状況、財政規律、

それから他町との比較、見たときに、うちが、先立って上げていく必要はな

いと思います。これは私の意見です。

議 長 番外野坂町長。

番外 今、植田議員おっしゃいました、これは議員も含めて、この議場に当時の

野坂町長 ことを経過、そして身をもって厳しい時代のですね、財政を立て直してこら

れた方、ここの今、議場にいらっしゃらない方ですね先人たちの、先人の皆

さんのこの当時のですね、今の財政再建に向けた経過、思いですね、また私

も経過は踏まえておりますし、また、今改めてまた思いをですね、聞かせて

いただきましてですね、そういうことを意識して、今後の財政運営に当たっ

ていかねばというふうに思います。今、議員おっしゃいましたこの今後の、

今、町が置かれた今してます総合計画、長期を見据えますと、これは施政方

針でも述べましたが、いわゆる治水対策ですね、治水も道路も、道路は県が

やっていただけますが、それで町民の皆さんの暮らしと命を守る、これは将

来に向けて、その生活が確立するという意味での新たな投資であります。投

資ですから長期にわたります取り組みをやらねばなりませんので、必要な財

政手当はですね、基金取り崩しという形で充てさせていただく当初予算ベー

スですがですね、そういうタイミングに入っております。であるからこそそ

ういったことをですね意識して、さらにこの向こう十年間のですね、こうい

う町をですね、皆さんが暮らしやすくなる町が続いていくためにもですね、

そういうことを意識して、この行財政をしていくためにはですね、このたび

の提案をですねやはり必要な対応ではないかと。それはその先人の方が、今

の財政健全化を果たしてこられたことに敬意と感謝を表しつつ、次に向かっ

ていくためですね、是非そういった今の町の仕事の進め方をしたときに、こ

のタイミングで、是非このような提案をさせていただこうという思いであり
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番外 ます。いただいたご意見は、しっかり踏まえてですね、今後の行財政運営に

野坂町長 あたってまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきま

すようよろしくお願いいたします

議 長 ７番植田議員。

７番 先ほども言いましたけども、管理職手当４万何がしかを支給しておられる

植田議員 町は６町村。そして、３万円台が５町村です。その６町村の中から隠岐の島

町だけが、主管課長手当を出しておられる高くしておられる。私は、この合

併しなかった小さな町が率先して上げていくのはどうかなと思うんですよ。

皆、１万人台の町の方、知夫村を除けばね、結構大きな町の管理職の方なん

ですよ。同じ上げるのであれば、管理職の手当が他の町に比べて低いんだと、

みんなの上げてくれっていうのはまだ考えようがあるんですよ。他の町村の

ように、どの管理職も４万円台にしてくれっていうんだったら、まだ。しか

し、それも川本町は一番最後から追随すべきだと私は思います。邑智郡の中

で、邑南町がやって美郷がやって、その後が川本がいく一番小さい町が率先

してやるような問題じゃないと思います。以上。

議 長 他に意見がありますか。４番本山議員。

４番 ちょっと、先ほど答弁でもございましたけども、ここ数年来、川本町は水

本山議員 害、そしてコロナ対策ということで、住民の皆さんも事業者の皆さんも、今、

この町の出されるこの発令に対しまして、我慢と理解を重ねておられる状況

でございます。そうした中で、本当に今、町の中の商店も、そしてもちろん

町民の皆様も、本当に今、大きな打撃を受けて我慢を強いられておる状況の

中で、こういう議案が通るのであれば、どのように町民の皆様方に理解がし

ていただけるのか。そこをどのように考えておられるのかということを私は

ちょっとお聞きしたいなと思っております。今、この町の中は、たいへん疲

弊しております。本当に厳しい状況でございます。その中での手当の上げる

というこの理解を町民の皆様方にしていただけるのか、どういうふうに思わ

れるのか、そこのところをお聞きさせてください。

議 長 番外野坂町長。

番外 今、議員ご指摘のとおりですね、この町はですね、コロナそして治水とで

野坂町長 すね、これまでになかった頻度でこの町民生活を脅かすという動きが出てき

ております。私はですね、これで更にこれを対応していくために、このたび

の予算の中でもですね、それを克服していくための予算、そしてこれは総合

計画も含めてですね、それをお示しをしているという段階にあります。今こ

のタイミングでというのはですね、先ほど言いましたように、これまでの皆
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番外 様方のご努力と感謝と敬意を表しながらも、今この厳しい状況にある町をで

野坂町長 すね、どこにもない町にしていくために限られた予算と人員で最大のパフォ

ーマンスを上げていくための、礎となる予算提案をさせていただきました。

これをですね実現していくために、この度この組織の要である、この主管課

長である総務財政課長ですね、その仕事がですね、パフォーマンスを上げて

いくために、特殊性に鑑みてこれを処遇することによって将来の展望をです

ねしっかりこの課長からですね、マネジメントを予算マネジメント、組織マ

ネジメント、そして組織上は知恵と工夫を施す予算は、あらゆる手法を駆使

して国の予算、県の予算、そういったことを見渡してマネジメントしていく

ためにもですね、これまでにない川本町を作り上げていくタイミングで先ず

は総務財政課長をですね、そのように特殊性を鑑みて、このタイミングで処

遇したいとこのように考えております。その上で、ちょっと先ほど植田議員

もおっしゃいました私自身も、今この考え方はですね、私自身、人を大事に

する経営、組織を大事にする経営、いつもこれは朝礼で、全体朝礼で述べて

おりますし、毎新年度それから新春そして新年度はですね、仕事の仕方等に

ついてコメントをするというふうにしております。いつも言っておりますこ

とは、予算は限られること知恵と工夫でどんな仕事でもできるんだという、

そういう意味で、この町には無限大の可能性があると、そういったことをで

すね見渡すそういう要の職員としてですね、そのように具したいとこのよう

に考えておりますし、そのことを町民の皆様にご理解いただきながら、今後

の予算と仕事のパフォーマンスを通じてですね、その町の姿が変わっていく

ということを通じてですね、町民の皆様にこのことをご理解いただけるよう

に私も努力してまいりたいと、このように考えております。

議 長 他にありますか。７番植田議員。

７番 この議案を出される時には、やはりその説明として、これが正しいかどう

植田議員 かっていう資料がないと我々は判断ができません。そのため私は自分で調べ

てみました。結果として、やはり事実はそぐわない、とすれば悪意も感じま

す悪く言えば。そういうふうに取られないように、議会資料っていうのは、

後々に残るものです。きちっと資料を作って出すように、そこは執行部の皆

さん、しっかりとやってもらわんと。最近多いですよ。

議 長 はい、番外野坂町長。

番外 この今、この場面でいろいろとご質問にお答えする形でですね、私どもが

野坂町長 この提案をさせていただいた意図も含めてですね、お話をさせていただきま

したが、ご指摘のとおりですね、議案を提案する際でのですね、資料の提出

の仕方はですね、今後ご指摘の点を踏まえて、提案をさせていただきたいと

このように考えます。
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議 長 他にありますか。よろしいですか。

（「はい」の声あり）

はい。それでは質疑なしと認めます。

々 ここで暫時休憩といたします。

再開を午後１時００分から行います。 （午後０時００分：正午）

々 会議を再開します。（午後１時００分）

々 次に、「議案第４号、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。

よろしいですか。

（「はい」の声あり）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第５号、消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の制定について」の質疑を行います。

質疑をありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第６号、川本町学習交流センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第７号、川本町まちごと魅力化センターの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第８号、川本町国民健康保険（税）条例の一部を改正する条

例の制定について」の質疑を行います。
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議 長 質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第９号、川本町営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の

制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第１０号、川本町サウンド・（ア）ミュージアムの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。４番本山議員。

４番 この条例の改正は、たいへん良いことだと私は思っておりますけども、こ

本山議員 の改正の目的でですね、当初の目的から大きく乖離しながら運営が変遷して

きております。ここまでの経緯と現状を踏まえて、関係条文の見直しを図る

というふうにされております。この中でですね、大きく乖離してるのは、こ

の「サウンド・アミュージアム」というこの名称だと、私は思います。私は

ですね、この「音戯館」と「サウンド・アミュージアム」両方消すというの

は、町民の皆様の今までの感情からいうと、私は「ひらがな」の、おとぎ館

ぐらいに直してですね、名称変更も一緒にこの条例を変えられるのが良いか

と思いますので、答弁をお願いします。

議 長 番外坂根教育課長。

番外坂根教 はい、今回の条例改正につきましては、名称の変更というご意見を先ほど

育課長 頂戴いたしました。内容につきまして、この２年間の間で、音戯館の在り方

について検討する中で、さらに条例の内容について改正する必要が出てくる

ことがあるかもしれません。その際には、名称につきましても、検討の結果

を踏まえまして、改めてご提案する機会があるようにも思いますので、今回

のところでは、この趣旨の目的の改正というところでさせていただきたいと

いうふうに思っております。

議 長 よろしいですか。４番本山議員。

４番 ここにですね、当初の目的を今までと乖離しながら運営してきたというふ

本山議員 うに言われておりますので、実際この名称から判断するに、とてもこの名前



- 39 -

４番 じゃ、何かおかしい気がいたしますけどね。その辺は、どうしても後の方で

本山議員 変えられるということですか。

議 長 番外坂根教育課長。

番外坂根教 はい。現在通称で「かわもと音戯館」というふうに呼ばれておりますので、

育課長 その名称を今後も活かしていくのかどうか、「サウンド・アミュージアム」

という名称を変更するのかどうかというところにつきましては、また今後の

検討ということにさせていただきたいと思います。

議 長 ４番本山議員。

４番 この辺ですね、ちょっとやっぱりこの条例改正なんですので、すべてを町

本山議員 民の人に分かり易くですね、やるということはたいへん必要なんじゃないか

と思いますので、ちょっとその点、よく考えてやってください。

議 長 他にありますか。

（「・・・」）

はい、無いようですので、質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第１１号、川本町民体育館設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」の質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、「議案第１２号、令和３年度川本町一般会計補正予算（第１０号）」

についての質疑を行います。

質疑はありませんか。

よろしいですか。

質疑なしと認めます。質疑を終結・・はい、１番香取議員。

１番 説明資料２０ページ、歳出の１０款、教育費の一番上にある事業見直しに

香取議員 よる増６，７００千円とありますけれども、これはどのように見直したかを

教えていただけますでしょうか。

議 長 番外坂根教育課長。

番外坂根教 運動公園のトイレをですね改修するということを、コロナの交付金を活用
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育課長 しますということで、既に予算を計上しておりますけれども、その際の計画

といたしましては、洋式便器に変えるということのみでございました。それ

に加えまして、周辺の環境整備といいますか、衛生環境を整えるということ

で、手洗い場ですとか、それから以前、臭いについてもご指摘をいただいた

ところでございますので、そういったことの解消に繋がるような改修内容に

したいと思っております。

議 長 よろしいですか。はい、１番香取議員。

１番 はい。これ結構、元から何倍にも増えてるかと思うんですけれども、内訳

香取議員 を詳しく教えてもらえますか。

議 長 番外教育課長。

番外坂根教 現在ですね、見直しの内容につきまして、この予算の範囲内で検討してい

育課長 るところでございますので、内訳について今ご説明できるものが手元にござ

いません。

議 長 他にありますか。

（「・・・」）

々 はい、質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、「議案第１８号、辺地に係る総合整備計画の一部変更について」の

質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第１９号、権利の放棄について」の質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「・・・」）

々 はい、質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第２０号、工事請負変更契約の締結について」の質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。２番中平議員。
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２番 これが５００万近く増えてるわけですが、この落石防護柵工の長さが５０

中平議員 ㎝長くなったという説明が。あともう一つ伐採処分費がありましたが、これ

がそれぞれの内訳のようなものが分かりますでしょうか。この最初の杭の関

係で幾ら増えて、伐採処分費が幾ら増えたと。

議 長 番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 ちょっと詳しいものが今手元にありませんので、また後程、お示しをした

域整備課長 いというふうに思います。

議 長 ２番中平議員。

２番 それを言いますのは実際５０㎝長くなったということになると、資材費が

中平議員 当然高くなる。工法によっても多少、それに対する工事費が増えるのかなと

思いますが、伐採処分費なんかについては最初の契約の中ではどうなってい

たのか。それが終わってみたら実施処分数量としたから変更が出て、大変膨

らんだという話では、ちょっと契約の時に何とかならんかったかなというな

気がしておりますし。枝葉・幹処分のところの数字を見ますと、２２８㎥が

５６４㎥というふうに、約倍になってます。これも、どういう数量の確定の

仕方をされたのかというのが、ちょっと疑問が残りますが、いかがでしょう

か。

議 長 番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 今、木の処分等々についてお尋ねがございました。これにつきましては、

域整備課長 基本的には設計の基準というのがありませんので、これは島根県の積算基準

によりますと、指名する業者の見積もりを取りなさいということでなります。

そうですので、伐採から処分までを全部見積もりを取って、その平均値を設

計価格というふうに今はしております。処分費につきましては、その時点で

は、どう言いますか、見積もりは多分、平米当たりで、掛ける面積で、ざっ

と幾らというふうなことでしか多分積算のしようが業者さんもありませんの

で、最終的には処分費というマニフェストという伝票がございますので、そ

れで実処分というふうな数字にさせていただいております。以上です。

議 長 他にありますか。

（「・・・」）

はい、無いようですので質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第２１号、川本町サウンド・アミュージアムの指定管理者の

指定について」の質疑を行います。



- 42 -

議 長 質疑はありませんか。３番圓山議員。

３番 この指定管理者の指定についてなんですけども、「安伸有限会社」とある
あんしん

圓山議員 んですが、オーサン、オーサンと通称思ってたんですけども、いつの間にか

安伸有限会社になってるんですけども。これはあれじゃないですかね、川本

町大字川本３３２の１３番地っていうのは、登記されている事務所の所在地

っていうのが、この番地なんですかね。契約を取り交わすにしても、登記上

の番地が必要でしょうから、ここも登記上の番地・所在地でないといけない

んじゃないかなと思ったんですが、どうでしょうか。

議 長 番外坂根教育課長。

番外坂根教 「３３２の１３」というのがですね、これが登記上の住所に今なっており

育課長 ます。それが、これが「かわもと音戯館」の住所と全く同じでございまして、

町有の施設でございますので、そのあたりこの安伸有限会社さんの方にお話

をしてあります。それで現在、住所変更と、それから登記の手続きの最中で

ございますので、正式にはまた住所について改められるということでござい

ます。

議 長 他に。はい、７番植田議員。

７番 運営に対して議会の方から、注文つけておきましたが、その辺はクリアさ

植田議員 れましたか。

議 長 番外坂根教育課長。

番外坂根教 レストランの充実、それから宿泊者の方へのサービス提供、そういったこ

育課長 とにつきまして、この指定管理者の候補の方とヒアリングそれから意見交換

の会を何度か持っております。こちらの方から度々ですね、そういったよう

に運営のお願いといいますか、してくださいということは申しております。

議 長 坂根教育課長。

番外坂根教 こちらの方からですね、複数、関係の課員も交えまして関係課も交えて、

育課長 観光の部局ですとか、まちづくりの部局ですとか、そういったところも皆交

えた場で、この指定管理者の候補の方に、町としての意見の方は伝えて連携

体制をしっかりとりながら今後の運営をしていくというふうに話をしており

ます。

議 長 他にありますか。
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議 長 （「・・・」）

々 はい、ないようですので質疑を終結いたします。

々 次に、「議案第２２号」から「議案第２３号、川本町固定資産評価委員会

の委員の選任について」の質疑を行います。

々 質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、「議案第２４号」から「議案第２８号、川本町農業委員会農業委員

の選任について」の質疑を行います。

々 質疑はありませんか。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 続いて、「報告第１号、専決処分事項の報告について」の質疑を行います。

々 質疑ありませんか。

（「ありません」の声あり）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、「報告第２号、専決処分事項の報告について」の質疑を行います。

々 質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 続いて、「報告第３号、専決処分事項の報告について」の質疑を行います。

々 質疑はありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
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議 長 以上をもって全体審議、質疑を終了いたします。

々 これより会議を再開いたします。 （午後 １時１７分）

々 日程第３４、「発委第１号、川本町議会運営委員会条例の・・失礼。

「川本町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題

々 といたします。

提出者から趣旨説明を求めます。７番植田議会運営委員会委員長。

７番 「（発委第１号）川本町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

植田議会運 て」ご説明いたします。

営委員長 資料２ページの新旧対照表をお開きください。

第４条の２、第２項の議会運営委員会の委員定数を５人から７人に改正す

るものであります。

これにより、正副議長を含めた議員全員が議会運営委員会に参加すること

ができ、議事運営がより円滑になることを図るものであります。

議員各位におかれましては、趣旨をご理解いただき、適切な議決を賜りま

すようお願い申し上げます。

議 長 以上で提出者からの趣旨説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑ありませんか。

（「・・・」）

々 質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（「・・・」）

々 討論なしと認めます。討論を終結いたします。

々 これより採決に入ります。この採決は、「挙手」により行います。

々 「発委第１号」に、賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって、「発委第１号」は、原案のとおり「可決」されました。

々 次に、日程第３５、「予算特別委員会設置・調査付託・委員選任について」

の件を議題といたします。
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議 長 お諮りいたします。

「議案第１３号」から「議案第１７号」に関しましては、お手元に配付して

あります、「予算特別委員会設置要綱（案）」により、予算特別委員会を設

置し、これに令和４年度一般会計及び特別会計の予算に関する審査並びに調

査を付託のうえ、調査が終了するまで、議会閉会中も継続して調査すること

ができることにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます

々 よって、本件につきましては、定数９人の委員で構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託して調査することに決定いたしました。

々 ただいま設置されました予算特別委員会の委員長の委員の選任につきまし

ては、川本町議会委員会条例第５条第４項の規定により、議員全員を指名し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

々 異議なしと認めます。

よってそのように「決定」いたしました。

々 次に、「委員会の正副委員長」につきましては、議会運営委員会におきま

して、あらかじめ決定していただいておりますので、その結果をご報告いた

します。

委員長に、６番石川議員、副委員長に、５番木村議員。

以上のとおり、正副委員長に選任したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、正副委員長は、そのように選任されました。

々 次に、日程第３６、「陳情第１号」の件を議題といたします。

々 本日までに受理いたしました陳情は、お手元に配付しております陳情文書

表のとおりであります。

会議規則第９１条第１項の規定により、所管の常任委員会へ付託しました

ので、ご報告をいたします。

々 以上をもって、本日の議事日程をすべて終了いたしました。

（午後 １時２２分）
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